
令和６年度介護報酬改定等について

関市高齢福祉課

介護保険係
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書面掲示について

●改正前 事業所内での「書面掲示」

●改正後 インターネット上で情報の閲覧が完結するよう「書面
掲示」に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付
ける。
※１年の経過措置を設け、令和7年度から義務付けとなる。

対象サービス：全サービス
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管理者の兼務範囲の明確化について

●改正前 同一敷地内にある他の事業所、施設等

●改正後 介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管
理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他
の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する

対象サービス：全サービス
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管理者の兼務範囲の明確化について
（多機能系サービス）

●改正前 サービス類型を限定

●改正後 介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管
理者が兼務できる事業所の範囲について、兼務可能な他事業所の
サービス類型を限定しないこととする。

対象サービス：（看護）小規模多機能居宅介護
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身体的拘束等の適正化の推進について
（短期入所系サービス及び多機能系サービス）

●改正前 無

●改正後 身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の設置、
指針の整備、研修の実施）を義務付ける。その際、１年間の経過
措置期間を設けることとする。

対象サービス：（看護）小規模多機能居宅介護
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身体的拘束等の適正化の推進について
（訪問系、通所系、居宅サービス）

●改正前 無

●改正後 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す
るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな
らないこととする。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務
付ける。

対象サービス：訪問系・通所系・居宅サービス
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協力医療機関との連携体制の構築及び新興感染症発生時等の対応を
行う医療機関との連携

●改正前 無

●改正後 施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合を想定し、
そのような場合に対応できる協力医療機関を定め、市長に届け出
なければならない。また、新興感染症が発生した場合に備えて第
２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時の対応につ
いて協議を行うことを義務付ける。

対象サービス：施設系サービス
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利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会設置の義務付け

●改正前 無

●改正後 介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、利
用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。
※３年間の経過措置期間あり

対象サービス：多機能系サービス、施設系サービス
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緊急時等における対応の定期的な見直しの義務付け

●改正前 無

●改正後 介護老人福祉施設があらかじめ定めることとされてい
る緊急時等における対応方法について、１年に１回以上、見直し
を行うことを義務づける。

対象サービス：（地域密着型）介護老人福祉施設入所者生活
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ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者への研修受講

●改正前 無

●改正後 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者
は管理等に係る研修を受講するよう努めなければならないとする。

対象サービス：（地域密着型）介護老人福祉施設入所者生活
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減算について

●業務継続計画（BCP）未策定に対する減算
●高齢者虐待防止措置未実施に対する減算
対象サービス：全サービス

●身体拘束廃止未実施に対する減算
対象サービス：（看護）小規模多機能居宅介護
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ケアマネジャー１人当たりの取扱件数

●改正前 ３５人

●改正後 要介護者の数に要支援者の数に１／３を乗じた数を加
えた数が４４以下であれば必要なケアマネジャーの員数は１とし、
４４ の倍数（４４ に満たない端数の場合も含む。）ごとに１ずつ
増すこととする。さらに、システム活用及び事務職員を配置して
いる場合においては、４９まで増やすことが可能となる。
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指定介護予防支援事業者の指定について

●改正前 地域包括支援センター

●改正後 地域包括支援センター
指定居宅介護支援事業者

＜注意＞
・関市では条例改正等が必要になること及び介護保険法115条の
22第４項により、運営協議会等に意見を聞く必要があるため、今
のところ、令和6年7月からの指定開始を予定しております。
詳細は関市ホームページに掲載します。（3月中）
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公正中立性の確保のための取組の見直し

●改正前 前６ヶ月間に作成した居宅サービス計画における、訪
問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各
サービスの利用割合等に関して、利用者又はその家族に説明し、
理解を得なければならない。

●改正後 前６ヶ月間に作成した居宅サービス計画における、訪
問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各
サービスの利用割合等に関して、利用者又はその家族に説明し、
理解を得ることを努力義務とする。
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指定居宅サービス事業者によるモニタリング

●改正前 モニタリング
介護：少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に
面接すること。
介護予防支援：１期間（３ヶ月）、利用者の居宅を訪問し、利用
者に面接すること。

●改正後 モニタリング
介護：要件を満たしたうえで、２ヶ月に１回の訪問及び訪問しな
い月はテレビ電話等にて対応可能とする。
介護予防支援：要件を満たしたうえで、２期間（６ヶ月）に１回
の訪問及び訪問しない期間はテレビ電話等にて対応可能とする。17



総合事業について

●変更点
・月額包括報酬（定額制） １回あたりの単価（回数制）
※各事業所へは、令和6年2月26日付で通知済

理由：サービス利用に応じた利用者負担へ変更するため

・A2（国基準相当訪問）、A6（国基準相当通所）
単位数変更有り（国に準ずる）

※詳細は次ページ以降を参照
・A３（市独自基準訪問）、A7（市独自基準通所）

単位数を含め、検討中
●その他
詳細は関市ホームページにて掲載予定（3月中）18
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処遇改善加算について

●変更点
処遇改善加算の制度が一本化され、加算率が引き上がる。
※令和6年度は経過措置あり。
参考：介護保険最新情報 令和6年3月4日付 Vol.1209
＜改正前＞
処遇改善加算＋特定処遇改善加算＋ベースアップ等支援加算
＜改正後＞
介護職員等処遇改善加算（新制度）

●提出期限
令和6年4月15日（予定）
※関市ホームページにて詳細は掲載予定27
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